
令和 8 年 2 月 

お客さま 各位 

 

 

手形・小切手の最終振出期限の設定、及び 

他金融機関を支払地とする手形・小切手の預金入金受付終了について 

 

 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

当金庫では、令和 9 年（2027 年）3 月末の手形・小切手の全面的な電子化に向けた取

り組みの一環として、新たに下記の対応を実施いたします。 

今後も一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願

い申し上げます。 

記 

 

１．手形・小切手の最終振出期限の設定 

最終振出期限：令和８年（2026 年）９月３０日（水） 

最終振出期限後に振り出された手形・小切手は、当座勘定からのお支払いができなく

なります。未使用の手形・小切手用紙については、計画的なご利用と代替サービスへの

早期移行をお願いいたします。 

 

２．他金融機関を支払地とする手形・小切手の預金入金受付終了 

受付終了日：令和８年（2026 年）９月３０日（水） 

令和８年（2026 年）９月３０日（水）をもって、他金融機関を支払地とした手形・小

切手の預金口座への入金受付を終了いたします。入金先の口座は、当座勘定の他、普通

預金・定期預金など各種預金を含みます。なお、当金庫を支払地とする手形・小切手等

については引き続き預金入金受付可能ですが、振出日が令和 8 年（2026 年）9 月 30 日

までの手形・小切手に限ります。 

 

３．手形・小切手に代わる決済機能 

当金庫では、手形・小切手に代わる電子的な決済方法として「ことしん インターネ

ットバンキング」および「ことしん でんさいサービス」のご利用をお勧めしておりま

す。この機会に当サービスのご利用をご検討ください。 

以上 

 

 

 



 手形・小切手の全面的な電子化についての対応状況  

 

 

【手形・小切手を振り出されるお客さま】 

①当座預金払戻請求書による出金取引の取扱開始 

取扱開始日：令和 8 年(2026 年) 1 月 5 日（月） 

②手形帳・小切手帳発行の受付終了 

発行受付終了日：令和 8 年(2026 年) 3 月 31 日（火） 

③手形・小切手の最終振出期限の設定 

最終振出期限：令和８年（2026 年）９月３０日（水） 

 

 2025 年 2026 年 2027 年 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

                      

払戻請求書によ

る出金開始 
× 

 

                      

手形帳・小切手帳

の発行受付終了 
 2026 年 4 月以降 発行不可 × 

                      

手形・小切手の 

振出期限 

 

2026 年 10 月以降 振出不可 × 

                      

 

 

【手形・小切手を受け取られるお客さま】 

①他金融機関を支払地とする手形・小切手の預金入金受付終了 

受付終了日：令和８年（2026 年）９月３０日（水） 

②令和 9 年(2027 年) 4 月以降を期日とする手形・小切手の代金取立の受付終了 

受付終了日：令和 7 年（2025 年）7 月 1 日（火） 

 

 2025 年 2026 年 2027 年 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

                      

手形・小切手の 

入金 

2026 年 9 月末まで、すべての金融機関の 

手形・小切手の入金が可能 

〔支払地：当金庫〕入金可能 〇 

         

〔支払地：他金融機関〕入金不可 × 

                      

手形・小切手の 

取立 

2027 年 3 月末まで、すべて手形・小切手の取立が可能 

（ただし、支払期日が 2027 年 3 月末まで） 
取立不可

× 

                      

 


